河内町燃油価格等高騰緊急対策支援事業費補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、長期化する新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に加え、原油価格又は物価等の高騰により経済的な影響を受けている農業者を支援するため、予算の範囲内において河内町燃油価格等高騰緊急対策支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、河内町補助金等交付規則（平成１４年規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（補助対象者）
第２条　補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、令和４年４月１日時点で個人にあっては町内に住所を有し、法人にあっては町内に主たる事業所を有し、それぞれ現に農業経営をしており今後も当該農業経営を継続する意思を有する農業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 
（１）　経営所得安定対策等実施要綱（平成２３年４月１日付け２２経営第７１
　３３号農林水産事務次官依命通知）Ⅲの１（１）に規定する水稲生産実施計画
書兼営農計画書であって令和４年産のもの（以下「営農計画書」という。）を
令和４年８月１日（以下「基準日」という。）までに、河内町農業再生協議会
へ提出していること。
（２）　町内で農産物（畜産物を含む。以下同じ。）を生産又は飼育をし、令和
　３年度又は令和４年度に当該農産物を販売又は出荷をしていること。 
（３）　畜産にあっては農産物の販売額若しくは出荷額が５０万円以上、畜産以
　外にあっては経営耕地面積（補助対象者が所有し、又は借入れし、耕作してい
る耕地の面積をいう。以下同じ。）が３０ａ以上又は農産物の販売額若しくは
出荷額が５０万円以上であること。
（補助対象とならない者）
第３条　前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象としない。
（１）　政治団体
（２）　宗教上の組織又は団体 
（３）　河内町暴力団排除条例（平成２３年条例第１０号）第２条に規定する暴
　力団員及び暴力団員等に該当している者
（４）　前各号に掲げる者のほか補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと
町長が認める者 
（補助金の額等）
第４条　補助金の額は、別表に掲げる区分ごとに算出した額を合算した額とする。この場合において、１００円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。
２　他の市町村で同様の補助を受けている経営耕地面積は、除くものとする。
３　補助金の交付は、１補助対象者につき１回限りとする。
（補助金の交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和４
年１２月２３日までに、河内町燃油価格等高騰緊急対策支援事業費補助金交付申
請書（様式第１号）に、誓約書兼同意書（様式第２号）その他関係書類を添えて
町長に提出しなければならない。
（補助金の交付決定）
第６条　町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交
付の可否を決定するものとする。
２　町長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を決定したときは、河内
町燃油価格等高騰緊急対策支援事業費補助金交付決定通知書（様式第３号）によ
り当該申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を
付すことができる。
３　町長は、第１項の規定による審査の結果、補助金を交付しないと決定したとき
は、河内町燃油価格等高騰緊急対策支援事業費補助金不交付決定通知書（様式第
４号）により当該申請者に通知するものとする。
（補助金の変更申請等）
第７条　前条第２項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業
者」という。）は、当該補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとす
るときは、河内町燃油価格等高騰緊急対策支援事業費補助金変更（中止・廃止）
承認申請書（様式第５号）に、関係書類を添えて町長に提出しなければならな
い。
２　町長は、前項の規定による変更申請等があったときは、その内容を審査の上、
変更等の可否を決定し、河内町燃油価格等高騰緊急対策支援事業費補助金変更
（中止・廃止）承認通知書（様式第６号）又は河内町燃油価格等高騰緊急対策支
援事業費補助金変更（中止・廃止）不承認通知書（様式第７号）により、当該補
助事業者に通知するものとする。
（補助金の請求）
第８条　前２条の規定により補助金の交付決定又は変更承認の通知を受けた補助事
業者は、河内町燃油価格等高騰緊急対策支援事業費補助金請求書（様式第８号）
により、町長に補助金を請求するものとする。
（補助金の交付）
第９条　町長は、前条の規定による請求を受けた場合は、速やかにその内容を審査
し、適当と認めるときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
（実績報告に関する特例）
第１０条　規則第８条の規定にかかわらず、補助金の交付に係る実績報告は、省略
するものとする。
（交付決定の取消し）
第１１条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の
交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（１）　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
（２）　この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
（３）　前２号に掲げるもののほか補助金を交付することを不適当と認める事実
があったとき。
２　町長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、河内町
燃油価格等高騰緊急対策支援事業費補助金交付決定（全部・一部）取消通知書
（様式第９号）により、補助事業者に通知するものとする。
（補助金の返還）
第１２条　町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金
　が交付されているときは、河内町燃油価格等高騰緊急対策支援事業費補助金返還
命令書（様式第１０号）により期限を定めてその返還を命じることができる。
（証拠書類の保存）
第１３条　補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事
業完了の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。
（補則）
第１４条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この要綱は、公布の日から施行する。
（この要綱の失効）
２　この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。
（失効後の経過措置）
[bookmark: _GoBack]３　この要綱の失効の日以前に補助金の交付の決定を受けた者に係る第１１条及び
第１２条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
別表（第４条関係）
	区分
	対象品目
	交付単価
	補助金の額

	水稲、大豆、飼料
作物
	主食用米、飼料用米、加工用米、大豆
イタリアンライグラス
	１．３円／㎡
	経営耕地面積（㎡）×交付単価

	麦
	小麦、大麦
	０．５円／㎡
	

	露地栽培
(加温設備のないハウス栽培を含む。)
	野菜、果樹、花き、花木
	４円／㎡
	

	施設栽培
(加温設備のあるハウス栽培に限る。)
	花き
	２１０円／㎡
	

	
	野菜
	８０円／㎡
	

	畜産
	肥育牛
	２，６００円／頭
	令和４年度の飼育予定数×交付単価

	その他の農産物
	町長が認める品目
	町長が認める交付単価
	町長が認める額


備考
１　経営耕地面積は、対象品目ごとの延べ面積ではなく、栽培する圃場の合計面積とし、基準日時点において営農計画書に記載されている面積を上限とする。ただし、他の市町村で同様の補助を受けている面積は差し引くものとする。
２　経営耕地面積には、自家消費、観賞用の農産物等を栽培するものは含まないものとする。
３　加温設備は、農業用機器メーカーが製造したものであって、施設の規模に対し適正な能力を有した温風暖房機が取り付けられているものとする。
４　飼育予定数は、令和４年度に飼育する予定の頭数を記載し、過去３年の飼育頭数と整合性が図られること。ただし、施設の拡張等により経営規模が拡大する場合は施設の規模と整合性を図ること。
